
別紙、畑作物共済危険段階別共済掛金率表のとおり。

※共済掛金率のうち組合員が負担する部分の率
　危険段階別共済掛金率×0.45  

２．単位当たり共済金額
(全相殺方式・半相殺方式及び地域インデックス方式に適用）

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位

課税対象農業者 292 263 234 204 175 113 102 90 79 68

免税対象農業者 300 270 240 210 180 113 102 90 79 68

113 102 90 79 68

377 339 302 264 226

3類 558 502 446 391 335

課税対象農業者 292 263 234 204 175 113 102 90 79 68

免税対象農業者 300 270 240 210 180 113 102 90 79 68

113 102 90 79 68

377 339 302 264 226

558 502 446 391 335

9類 558 502 446 391 335

種子用

乾燥子実で収穫され、かつ、丹波黒以外
の黒大豆の品種である大豆

乾燥子実で収穫され、かつ、丹波黒以外
の黒大豆の品種である大豆

対象農業者が耕作する
乾燥子実で収穫され、
かつ、黒大豆以外の品
種である大豆

共済金額選択順位

6類
7類

1類

対象農業者以外が耕作する乾燥子実で収
穫され、かつ、黒大豆以外の品種である
大豆

(単位:円/㎏)

類区分

対象農業者

対　象

対象農業者以外

種子用

１.畑作物共済（大豆）共済掛金率等

公　　告

令 和 8 年 4 月 15 日

　広島県農業共済組合事業規程第125条第2項の規定により、令和8年産畑作物共済（大豆）の引受けに係
る共済掛金率等を次のとおり公告する。

広 島 県 農 業 共 済 組 合
組 合 長 理 事 野 﨑 幸 雄


